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Ⅱ 第４次三鷹市基本計画の策定と取り組み状況  平成 23年度 

 

１ 第４次基本計画の概要 

(1)第４次基本計画の策定 

基本計画は、基本構想に示された課題に取り組み、その基本目標等を実現することを目的

としたもので、計画的な行財政運営の指針となるものです。 

これまで三鷹市では、平成 13年９月に議決された三鷹市基本構想（目標年次：平成 27年）

に基づいて第３次三鷹市基本計画を策定（平成 13 年 11 月）し、施策を展開してきました。

第３次基本計画が平成 22年度に計画期間が満了することにともない、市では新たな長期総合

計画となる第４次基本計画の策定に向けて、平成 21年度から取り組みを始めました（取り組

み経過の詳細については、25ページ及び 48ページに記載しています。）。 

第４次基本計画は、市長の任期と連動して４年ごとの改選における市長のマニフェストを

反映させることができるよう、計画期間を 10年間から 12年間（目標年次：平成 34年度）に

変更しました。また、自治基本条例に基づき、個別計画についても、法令などの定めがある

ものを除き基本構想及び基本計画と整合、連動するよう、同時に 23の個別計画の策定・改定

作業に取り組みました。これにより、効率的な取り組みが可能となり、それぞれの機能的な

役割分担と連携を図ることがができました。 

さらに、各種市民会議・審議会等において計画案の検討を進めるとともに、コミュニティ

住区におけるまちづくり懇談会やまちづくりディスカッションの開催、パブリックコメント

やアンケート調査の実施など、多元的・多層的な市民参加による協働の取り組みを経て、平

成 24年３月に第４次基本計画が確定しました。 

(2) 第４次基本計画の構成とまちづくり指標の設定 

第４次基本計画は、「第Ⅰ編 総論」、「第Ⅱ 主要課題の展開」、「第Ⅲ編 各論」の３部構

成となっています。具体的な事業を記載した「第Ⅲ編 各論」は、８つの「まちをつくる」

の柱と 33の施策によって構成されています。 

また、施策の目標を明確にするため、第３次基本計画と同様に、施策ごとに成果指標とし

て｢まちづくり指標｣を設定し、各施策の目指す目標を可能な限り数値で示しています。加え

て、新たな取り組みとして、各施策の「基本的な考え方」の中で、今後の取り組みの方向性

を「施策の方向」として明記するとともに、「施策展開における協働と役割分担」として「市

民、事業者・関係団体等の役割」と「市の役割」を示しています。 

(3)本章の構成とまちづくり指標の達成状況 

本章では、第４次基本計画の 33 施策の「まちづくり指標」の設定状況等について、グラフ

を用いて分かりやすく掲載し、施策が目指す方向性を明らかにしています。また、「平成 23

年度の成果と 24年度の取り組み課題」として、各個別計画の策定状況や今後の施策の展開を

記載しています。なお、全まちづくり指標 73 件のうち、平成 23 年度の数値が明らかになっ

ているものを前年度の数値を比較すると、約 55％の指標で成果が向上しています。 

事業評価制度では、基本計画における主要事業等の進捗状況や成果の評価を行っています。

上記の全 33施策の達成状況が「施策レベルの評価」であるのに対して、この事業評価は、施

策目標の達成に貢献する「事務・事業レベルの評価」にあたるものです。事業評価の評価結

果については、その概要を 49ページで説明するとともに、全評価対象事業 126件の評価表を、

別冊資料編と市のホームページに掲載しています。 
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第４次三鷹市基本計画の各論の体系 
 
 
 
 
第１部   世界に開かれた平和・人権のまちをつくる                                          
 

◆第１ 国際化の推進   ◆第２ 平和・人権施策の推進    ◆第３ 男女平等社会の実現 
 
第２部   魅力と個性にあふれた情報・活力のまちをつくる                                      
 

◆第１ 情報環境の整備    ◆第２ 都市型農業の育成    ◆第３ 都市型産業の育成 

◆第４ 商業環境の整備    ◆第５ 消費生活の向上      ◆第６ 再開発の推進 

 
第３部   安全とうるおいのある快適空間のまちをつくる                                       
 

◆第１ 安全で快適な道路の整備    ◆第２ 緑と水の快適空間の創造    ◆第３ 住環境の改善 

１ 住環境の改善  ２ 安全安心のまちづくり    ◆第４ 災害に強いまちづくりの推進    

◆第５ 都市交通環境の整備 
 
第４部   人と自然が共生できる循環・環境のまちをつくる                                      
 

◆第１ 環境保全の推進  ◆第２ 資源循環型ごみ処理の推進  ◆第３ 水循環の促進（上下水道） 
 
第５部   希望と安心にみちた健康・福祉のまちをつくる                                       
 

◆第１ 地域福祉の推進    ◆第２ 高齢者福祉の充実    ◆第３ 障がい者福祉の充実 

◆第４ 生活支援の充実    ◆第５ 健康づくりの推進   
 
第６部   いきいきと子どもが輝く教育・子育て支援のまちをつくる                                 
 

◆第１ 子どもの人権の尊重    ◆第２ 子育て支援の充実    ◆第３ 魅力ある教育の推進 

◆第４ 安全で開かれた学校環境の整備 
 
第７部   創造性と豊かさをひろげる生涯学習・文化のまちをつくる                                
 

◆第１ 生涯学習の推進  １ 生涯学習活動  ２ 図書館活動    ◆第２ 市民スポーツ活動の推進 

◆第３ 芸術・文化のまちづくりの推進 
 
第８部   ふれあいと協働で進める市民自治のまちをつくる                                     
 

◆第１ コミュニティの展開と協働のまちづくりの推進 

◆第２ 「21世紀型自治体」の実現と都市自治の確立 

 

 

 

 
【まちづくり指標の達成状況のグラフの見方】 

次ページからの基本計画 33 施策の達成状況は、まちづくり指標の

達成状況については、表のほかに、グラフを掲載しています。 

グラフの数値は左から《平成 22年度（計画策定時）の状況》、《平成

23 年度達成値》となっており、それぞれ実績値を“●”で表し、実線で

結んでいます。 

また、第４次基本計画に掲載している《目標値》については、左から

《平成22年度（計画策定時）の状況》、《平成26年度（前期）目標値》、

《平成 30年度（中期）目標値》、《平成 34年度（後期）目標値》となって

おり、計画策定時の目標値を “○”で表し、点線で結んでいます。 

なお、実績値及び目標値がないものについては表記していません。 

平和推進関連事業の参加者数

2,729

2,900

3,100

3,300

2,665

2,500

3,000

3,500

H22 H23 H26 H30 H34

人

 

２ 第４次基本計画全 33施策の取り組み状況  （※次ページより、33施策の取り組み状況を掲載しています。） 

計画策定時

の 目 標 値

（○） 

↑ 

各年度の

実 績 値

（●） 

↓ 
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 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題             

平成 23年度は、東日本大震災の影響で平成 22年度に

中止となった「三鷹市内の戦跡を訪ねるフィールドワーク

講座」を初めて実施しました。希望者が多く、抽選を経て

22 人の方が参加しました。平和関連事業としては、５月の

「憲法を記念する市民のつどい」、８月の「みたか平和のつ

どい」を中心とした事業を展開し、総合的な平和意識の醸

成に努めました。また、３月は東京大空襲と東日本大震災

が発生した月であることを踏まえ、４つの事業（「地球市民

講座」、「フィールドワーク講座」、「ＣＡＰワークショップ」、

「平和と復興を考えるパネル展」）を集中的に実施し、戦争

や災害、そしてその後の復興について、多くの市民に改め

て考えてもらう機会を作りました。 

戦後 65 年以上が経過し、戦争記憶の風化が懸念され

ていることから、平成 24 年度は、市内関連団体等と協働

し、次世代へと記憶を継承していくことのできる、草の根の

広がりのある取り組みを進めます。また、事業の実施にあ

たっては、市がこれまでに制定した「世界連邦都市宣言」、

「非核都市宣言」、「平和施策の推進に関する条例」の趣

旨と目的を踏まえるとともに、卖に戦争や紛争などの直接

的な暴力がない状況をめざすだけではなく、貧困・飢餓・

環境・单北問題など、地球的規模の課題にも目を向けた、

「積極的平和」の視点に立って取り組みを進めます。 

 

平 和 推 進 関 連 事 業 の参 加 者 数 
（行政指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） ２，６６５人 

平成 23年度達成値 ２，７２９人 

前期目標値（平成 26年） ２，９００人 

中期目標値（平成 30年） ３，１００人 

目標値（平成 34年） ３，３００人 

 

 平和推進関連事業の参加者数

2,900

3,100

3,300

2,665

2,729

2,500

3,000

3,500

H22 H23 H26 H30 H34

人

 

 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                          
東日本大震災直後、三鷹国際交流協会では外国籍市

民等（外国籍の方だけでなく、日本国籍を有していても言

語や文化の違いによりコミュニケーションがとりづらい方を

含めた表現です）向けに４言語（英語、中国語、ハングル、

日本語）による情報提供を行い、外国籍市民等にも暮らし

やすいまちづくりの推進に努めました。 

市の国際化に関するさまざまな課題と解決策について、

外国籍と日本国籍の市民が話し合い、市政に反映させる

ことを目的とした「みたか国際化円卓会議」は、第７期（１期

＝２年）を迎えました。第４次基本計画の骨格案及び素案

の公表にあわせて会議を開催し、委員の意見等を計画に

反映することができました。また、毎月発行している

MITAKA CITY NEWS及び英語版ホームページの充実を

図っています。 

平成24年度は、４月に公益財団法人化した三鷹国際交

流協会、通訳・翻訳ボランティア及び市内の関係部署との

連携を強化し、外国籍市民等の災害時・緊急時支援を含

めた、総合的な国際化施策の推進に努めます。みたか国

際化円卓会議では、平成 24 年度に本格改定を行う地域

防災計画についての情報提供を行いながら、計画への意

見反映に努めます。また、インターネットを通じて情報収集

する外国籍市民も近年多いことからも、英語版ホームペー

ジの充実に努めます。 

なお、平成 24 年７月に外国人住民の住民基本台帳へ

の移行が実施されることを踏まえ、コールセンターを設置

するなど、円滑な移行に向けて取り組みます。 

英語版ホームページのアクセス件数 
（行政指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） ３４，６７７件 

平成 23年度達成値 ３３，８１２件 

前期目標値（平成 26年） ４０，０００件 

中期目標値（平成 30年） ４５，０００件 

目標値（平成 34年） ５０，０００件 
  

通訳・翻訳ボランティア登録者数 (協働指標) 

計画策定時の状況（平成 22年） １４２人 

平成 23年度達成値 １６２人 

前期目標値（平成 26年） １５０人 

中期目標値（平成 30年） １６０人 

目標値（平成 34年） １７０人 

 

 英語版ホームページの
アクセス件数

45,000

50,000

34,677

40,000

33,812

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

H22 H23 H26 H30 H34

件

 

第１部第１  国際化の推進 主な担当課：企画部企画経営課 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 

第１部第２  平和・人権施策の推進 主な担当課：企画部企画経営課 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 
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市の行政委員会 ・審議会等におけ

る女性委員の割合 （行政指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） ３８．８％ 

平成 23年度達成値 ３５．７％ 

前期目標値（平成 26年） ４２．０％ 

中期目標値（平成 30年） ４６．０％ 

目標値（平成 34年） ５０．０％ 

 

市の行政委員会・審議会等に
おける女性委員の割合

35.7

46

38.8

42

50

30

35

40

45

50

55

H22 H23 H26 H30 H34

％

 

 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                     

平成 23年度は、女性も男性も性別に関わらず、個人と

してだれもが尊重され、一人ひとりの個性と能力が十分

に発揮できる男女平等参画社会の実現を目的とした、

「男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022」を策定

しました。策定にあたっては、男女平等参画審議会を５

回開催し、進捗状況の報告・説明を行いながら意見交換

等を行い、審議会からの提言内容を計画へ反映しまし

た。また、パブリックコメントを通じて寄せられた市民意見

等についても、計画への反映に努めました。 

男女平等意識醸成のための各種啓発事業について

は、市の主催事業である「男女平等参画講座」でワーク・

ライフ・バランスの啓発を、女性問題懇談会との共催事

業である「みたか市民フォーラム」では東日本大震災を

契機に生じた防災活動等における男女平等参画の重要

性を啓発しました。また、男女平等参画について考える

啓発誌「コーヒー入れて！」を２回発行し、それぞれ震災

とワーク・ライフ・バランスを特集しました。 

平成 24年度は、男女平等参画条例が平成 18年に制

定されてから初めて策定された行動計画に基づき、条例

の理念や目的に沿った事業展開を図るとともに、庁内連

携を図り、市民・事業者等との協働で、総合的な施策の

推進に努めます。 

第１部第３  男女平等社会の実現 主な担当課：企画部企画経営課 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 

第２部第１  情報環境の整備 主な担当課：企画部情報推進課 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 

インターネットなどで届出・申請が 
できる手続きの種類  （行政指標） 
計画策定時の状況（平成 22年） ２７種類 

平成 23年度達成値 ２９種類 

前期目標値（平成 26年） ３２種類 

中期目標値（平成 30年） ３６種類 

目標値（平成 34年） ４０種類 

 市ホームページのアクセス数 （行政指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） 2,274,948件 

平成 23年度達成値 2,242,743件 

前期目標値（平成 26年） 2,500,000件 

中期目標値（平成 30年） 2,750,000件 

目標値（平成 34年） 3,000,000件 

 

市ホームページのアクセス数

2,242,743

3,000,000

2,750,000

2,274,948

2,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

H22 H23 H26 H30 H34

件

 

 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                     
平成 23 年度は、パブリックコメント等を経て地域情報化

プラン 2022 を策定しました。プランでは、ユビキタス・コミュ

ニティ推進基本方針(平成 19年策定)に基づいて実施して

きた市のＩＣＴ施策を継承しながら、 第４次基本計画や他

の個別計画との整合性や将来的な技術的動向も踏まえ

て、市の今後のＩＣＴ施策に対する考え方を提示しました。 

 また、コンビニエンスストアの多機能端末（マルチコピー

機）を活用したサービスの拡大に取り組みました。平成 22

年２月から住民票と印鑑証明書のコンビニ交付を開始しま

したが、平成 24 年２月からは市民税・都民税課税非課税

証明書、戸籍の全部事項証明書、戸籍の個人事項証明

書、戸籍の附票についても交付することが可能になりまし

た。特に、市民税・都民税課税非課税証明書の取り扱い

は、全国で初めてのものです。 

なお、市ホームページの平成 23 年度のアクセス数は

2,242,743 件となり、平成 22 年度より減尐しています。22

年度は東日本大震災直後に非常に多くのアクセスがあっ

たことが要因として考えられます。震災直後は、市ホーム

ページへのアクセスが集中し、閲覧しづらい状況になった

ことから、市では公式ツイッターの運用を開始し、非常時に

おける情報提供の充実を図っています。 

平成 24年度は、プランの推進を図るとともに、市内のＩＣ

Ｔ事業者等の団体との連携を強化します。また、国の「社

会保障・税に関わる番号制度」（通称：「マイナンバー」）の

導入を視野に入れながら、市として適切な対応を図りま

す。 
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第２部第３  都市型産業の育成 主な担当課：生活環境部生活経済課 

第２部第２  都市農業の育成 主な担当課：生活環境部生活経済課 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 
農家の直接販売所数（協働指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） １４９か所 

平成 23年度達成値 １４７か所 

前期目標値（平成 26年） １５７か所 

中期目標値（平成 30年） 増加 

目標値（平成 34年） 増加 

 

 

農地面積（協働指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） １７１ha 

平成 23年度達成値 １６９ha 

前期目標値（平成 26年） １６６ha 

中期目標値（平成 30年） １６２ha 

目標値（平成 34年） １６０ha 

 

農地面積
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 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                     

平成 23 年度は、農業委員会や東京むさし農業協同組

合などの関係団体との調整やパブリックコメント等を経て、

農業振興計画 2022 を策定しました。 

農業公園については、市内緑化の総合的な拠点として

位置付け、近隣農家と連携を図りながら、野菜づくりなどの
各種講習会や体験農園を実施しました。また、市民との協

働による農業公園の運営等を進めるために、市民参加に

よる農業公園運営懇談会を３回開催し、運営のあり方につ

いて協議しました。 

援農ボランティアについては、新たに６人を認定し、平

成 23年度末で合計 150人となりました。多くの認定者が市

内農家で農地の手入れ等のボランティア活動を行ってい

ます。また、市では平成 20 年度から「認定農業者制度」を

実施しています。計画的に自らの農業経営を改善しようと

する農業者が作成した農業経営改善計画を認定し、５年

後の目標達成に向けて補助金等の支援をしています。認

定にあたっては相談支援チームによる相談会や認定審査

会を開催し、平成 23 年度は２経営体(５人)を新たに認定

し、合計 57 経営体（85 人）となりました。認定農業者等に

対する市独自の支援策である優良農地育成事業補助金

制度では、11件の申請がありました。 

平成 24年度は、農業振興計画 2022に基づき、関係団体

との連携を強め、市民に都市農業を理解してもらえる機会を

増やすために事業の充実を図ります。 

 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                      

平成 23年度は、産業振興計画 2022の策定に向け、商工

振興対策審議会における審議や、関係団体との意見交換、

パブリックコメント等を行い、平成 24年３月に計画を策定しま

した。三鷹産業プラザ内に開設したコミュニティビジネスサ

ロンでは、起業や経営、ＮＰＯ活動等に関わる相談及びレ

ンタルデスク等の提供など、多様な起業支援を行いまし

た。また、株式会社まちづくり三鷹、ＮＰＯ法人三鷹ネットワ

ーク大学推進機構と連携し、「身の丈起業塾」を引き続き

実施し、研修の場の提供やビジネスプランコンテスト等を

実施しました。 

都市型産業誘致については、約4,500社を対象に、三

鷹市内への進出意向についてのアンケート調査を行いま

した。企業側からの相談等はありましたが、市内への立地

にまで至る案件はありませんでした。 

また、景気の回復が見込めない中、平成20年12月に創

設した無利子融資あっせん事業の期間を平成25年３月ま

で延長しました。その他、ＮＰＯや女性・若者・シニア起業

家への融資に係る利子補給制度も引き続き運用しまし

た。 

平成24年度は産業振興計画2022に基づき、事業所の操

業継続への支援、ＳＯＨＯ集積事業の新たな展開、人財の

育成、製品・サービスの付加価値性の向上に向けた支援等

をはじめ、農商工連携や関連機関との密接な協働方策を検

討します。また、都市型産業誘致の推進のため、アンケート

調査をもとに企業へのアプローチを進めるとともに、市内の

空き事務所等とのマッチングを図る仕組みを検討し、企業

進出を促進します。 

 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 

製造業事業所数（協働指標） 

計画策定時の状況（平成 21年） ３２６事業所 

平成 23年度達成値 平成 25年以降公表予定 

目標値（平成 26年～34年） 維持 
※平成 24年経済センサス結果掲載予定 

製造品出荷額（協働指標） 
計画策定時の状況（平成 20年） 146,539百万円 

平成 23年度達成値 平成 25年以降公表予定 

前期目標値（平成 26年） 150,000百万円 

中期目標値（平成 30年） 155,000百万円 

目標値（平成 34年） 160,000百万円 
※平成 24年経済センサス結果掲載予定 
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ＳＯＨＯ集積施設数及び入居事業者数（ （協働指標）       

計画策定時の状況（平成 22年） ８施設  98事業者 

平成 23年度達成値 ８施設  94事業者 

前期目標値（平成 26年） 16施設 160事業者 

中期目標値（平成 30年） 18施設 180事業者 

目標値（平成 34年） 20施設 200事業者 
※市の関係団体が管理または市が支援している民間施設に入居してい

る事業者数 
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第２部第５  消費生活の向上 主な担当課：生活環境部生活経済課 

第２部第４  商業環境の整備 主な担当課：生活環境部生活経済課 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 

商店数（小売業及び卸売業） （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 21年） １，１３４店舗 

平成 23年度達成値 平成 25年以降公表予定 

目標値（平成 26～34年） 維持 

 

 小売販売額 （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 19年） 129,052百万円 

平成 23年度達成値 平成 25年以降公表予定 

前期目標値（平成 26年） 132,000百万円 

中期目標値（平成 30年） 135,000百万円 

目標値（平成 34年） 138,000百万円 

 

 観光案内所訪問者数（協働指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） ２４，８７６人 

平成 23年度達成値 ２８，６６３人 

前期目標値（平成 26年） ２６，０００人 

中期目標値（平成 30年） ２８，０００人 

目標値（平成 34年） ３０，０００人 

 
観光案内所訪問者数
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消費者活動センターの利用者数 （行政指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） 35,949人 

平成 23年度達成値 36,479人 

前期目標値（平成 26年） 37,000人 

中期目標値（平成 30年） 38,000人 

目標値（平成 34年） 40,000人 

 高齢者就業支援事業・就職面接会の利用者 
（内定者）数（協働指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） 4,372人（198人） 

平成 23年度達成値 4,062人（177人) 

前期目標値（平成 26年） 4,500人（200人） 

中期目標値（平成 30年） 4,750人（210人） 

目標値（平成 34年） 5,000人（215人） 

 

消費者活動センターの利用者数

38,000
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人

 

 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                     

平成 23年度は、「商店街の活性化及び商店街を中心

としたまちづくりの推進に関する条例」に基づき、各商店

会が実施するイベント事業等に対して支援しました。ま

た、商店会連合会（市商連）と商工会が協働で実施して

いる 10％プレミアム付市内共通商品券事業（三鷹むらさ

き商品券事業・発行総額２億２千万円）を引き続き支援し

ました。大型店やチェーン店を含む 735 事業者が参加

し、60 の事業者が商工会に新規加入するなど、会員数

の増加による市商連、商工会、地元商店会の組織強化

が図られました。また、緊急雇用創出事業を活用した市

内の空き店舗調査を実施しました。 

買物支援事業については市内関係７団体で組織する

「買物支援事業本部」を設置し、公募により選出したモデ

ル地区で地区特性にあわせた取り組みを支援しました。 

 観光案内所は年々利用者数を伸ばしており、平成 23

年度には月平均 2,388人の来訪者がありました。また、Ｎ

ＰＯ法人みたか都市観光協会は、Facebookや You Tube

等のＩＣＴ技術を活用した情報発信に取り組みました。 

 平成 24年度は、商店会が実施するイベントやハード整

備事業を引き続き支援します。また、空き店舗調査の結

果を踏まえた空き店舗対策を検討します。買物支援事業

についてはモデル地区を増やし、さらなる消費者の利便

性の向上をめざします。 

 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                     

平成 23 年度は、消費者被害防止啓発事業として、若

年者や高齢者を対象とした啓発誌の発行、小・中学生へ

の消費者教育副読本の提供、出前講座（消費者相談員

対応）を開催するとともに、敬老のつどい等のイベント会

場で消費者被害防止の啓発に取り組むなど、情報提供

の機会を拡充しました。その他、消費者セミナーを消費者

活動センター運営協議会と協働開催したほか、地域包括

支援センターなどへ啓発グッズを配布し、消費者被害防

止の一助とした結果、平成 23 年度の消費者相談件数

は、前年比 6.6％減の 967件となりました。しかし、高齢者

を狙った悪質商法の被害が後を絶たないことから、平成

24 年度も被害防止に向けた啓発を実施するとともに、消費

生活における有効な情報提供を継続して実施します。な

お、消費者活動センターの利用の拡充についても、ホーム

ページなどを中心に利用の周知に努めます。 

雇用・就業の取り組みとしては、就職面接会をハローワ

ーク三鷹との共催で５回、わくわくサポート三鷹との共催

で１回、東京しごとセンター多摩との共催で２回、計８回

（27人内定）を実施しました。また、就職・再就職に向けた

実践的なセミナーを７回実施（参加 400 人）したほか、パ

ートタイム就職支援セミナー（参加 66 人）や女性の再就

職支援セミナー（参加 11人）を実施しました。 

平成 24 年度は、国や東京都の制度の活用を図るととも

に、関係機関との連携をより強化するなど、効果的な消費

者、雇用・就業施策を実施します。 

※平成 24年経済センサス結果掲載予定 

※平成 24年経済センサス結果掲載予定 
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 第２部第６  再開発の推進 主な担当課：都市整備部まちづくり推進課 

 

「主要４事業」（注１）の達成状況 （協働指標） 

 着手・継続 完了 

計画策定時の状況 

（平成 22年） 

０件 

（ － ） 

０件 

（ － ） 

平成 23年度達成値 
０件 

（ － ） 

０件 

（ － ） 

前期目標値 

（平成 26年） 

３件 

（①②④） 

０件 

（ － ） 

中期目標値 

（平成30年） 

３件 

（①②④） 

０件 

（ － ） 

目標値（平成 34年） 
３件 

（②③④） 

１件 

（①） 

 

（注１）「主要４事業」の説明 

 

①三鷹駅单口中央通り東地区再開発事業 

②区域内幹線道路第２期整備事業 

③中央通りモール化整備事業 

④三鷹台駅前周辺地区まちづくり推進地区

整備方針の策定及び三鷹台駅前広場整

備事業等の実施 

 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                      

平成23年度は、三鷹駅前地区再開発基本計画（平成17

年度改定）に基づき、三鷹駅周辺の再開発に係る各施策を

推進しました。三鷹駅单口中央通り東地区では、ＵＲ都市

機構を含め関係権利者が合意形成を図るための検討を進

めています。三鷹台駅前周辺地区まちづくり推進地区整備

方針については、関係権利者との協議に時間を要し、確定

には至りませんでしたが、方針の大きな柱となる交通関係

の計画の基本的な方向性について概ね理解を得ることが

できました。また、三鷹台駅前小広場の暫定整備を行い、

供用開始しました。新川防災公園・多機能複合施設（仮称）

整備事業については、利用者団体や庁内関係部署との意

見交換等を踏まえ、実施設計に着手しました。施設整備費

の精査を含めた検討を行い、基本設計時における総事業

費の抑制を図る一方、広報みたかに事業紹介記事を掲載

するなど、ＰＲに努めました。 

平成24年度は、三鷹駅单口中央通り東地区再開発事業

について、ＵＲ都市機構との連携を強化しながら、都市計

画手続きに向けて取り組みます。また、この事業に伴い発

生集中する交通を分担し、地区内道路の交通量の軽減を

図るとともに、バリアフリーの推進と回遊性を確保するため、

区域内幹線道路第２期整備事業の一体的整備を総合的な

視点から検討します。三鷹台駅前周辺地区まちづくり推進

地区整備方針の策定については、地域住民等の意見を広

く聴きながら策定します。新川防災公園・多機能複合施設

（仮称）整備については、実施設計を完了するとともに、暫

定管理地内の施設の解体撤去を行います。 

第３部第１ 安全で快適な道路の整備 主な担当課：都市整備部道路交通課 

特定道路（注２）の整備率 （行政指標） 
計画策定時の状況（平成 22年） ６３．２％ 

平成 23年度達成値 ６３．２％ 

前期目標値（平成 26年） ６３．２％ 

中期目標値（平成 30年） ８２．６％ 

目標値（平成 34年） ８５．４％ 

 

都市計画道路整備率
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都市計画道路整備率 （行政指標） 
計画策定時の状況（平成 22年） ４１．９％ 

平成 23年度達成値 ４１．９％ 

前期目標値（平成 26年） ５４．７％ 

中期目標値（平成 30年） ５９．９％ 

目標値（平成 34年） ６５．７％ 

 

≪まちづくり指標の設定状況≫  平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                     

平成 23 年度は、幹線道路の整備については、引き続き

三鷹都市計画道路３・４・13 号（人見街道～連雀通り、延

長：466ｍ）の用地取得 404.13 ㎡（うち繰越明許 16.49 ㎡）

を行いました。連雀通りについては、「新みちづくり・まちづ

くりパートナー事業」を活用し、平成 23年４月の道路区域の

告示後、用地 342.77 ㎡（うち繰越明許 204.57 ㎡）を取得し

ました。あわせて、東京都が施行する本区間の東側から狐

久保交差点付近までの間の街路事業については、平成 23

年12月に事業認可を取得し、事業に着手しました。平成24

年度は、両路線ともに、用地取得を進めます。 

準幹線道路の整備については、引き続き市道第 135 号

線(三鷹台駅前通り・特定道路)の用地取得 23.35 ㎡(繰越

明許)及び土地開発公社による先行取得 19.65㎡を行うとと

もに、電線共同溝予備設計を行いました。 

生活道路の整備については、建築指導行政との連携を

強化し、狭あい道路の拡幅を推進したほか、「あんしん歩行

エリア」の整備として、市道第７号線ほか２路線で路側帯の

カラー化等を行い安全性の向上に努めました。 

ベンチのあるみちづくりについては、市民、事業者と協働

で市道第 840 号線等に 25 基の「ほっとベンチ」を設置し、

バリアフリー化を推進しました。 

生活道路の通過交通の増加を懸念する声が引き続き多

く寄せられていることから、平成 24年度も「あんしん歩行エリ

ア」の整備を推進します。 

 

（注２）生活関連経路を構成する道路法による道路のうち多
数の高齢者、障がい者等の移動が通常徒歩で行われるも
ので、国土交通大臣がその路線及び区間を指定したもので
す。 

 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 
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第３部第３ 住環境の改善 １ 住環境の改善 主な担当課：都市整備部まちづくり推進課 

第３部第２ 緑と水の快適空間の創造 主な担当課：都市整備部緑と公園課 

緑被率（協働指標） 
計画策定時の状況（平成 21年） ３３.４６％ 

平成 23年度達成値 ３３.４６％ 

前期目標値（平成 26年度） 維持 

中期目標値（平成 30年度） 維持 

目標値（平成 34年） 維持 

 
市域面積に対する公園緑地等の
割合

5.20
5.45

4.60

4.90

4.61

4

5

6

H22 H23 H26 H30 H34

％

 

市域面積に対する公園緑地等の割合 
（行政指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） ４．６０％ 

平成 23年度達成値 ４．６１％ 

前期目標値（平成 26年） ４．９０％ 

中期目標値（平成 30年） ５．２０％ 

目標値（平成 34年） ５．４５％ 

 

≪まちづくり指標の設定状況≫  平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                     

平成 23 年度は、緑と水の基本計画 2022 を策定しまし

た。策定にあたっては、これまでの「緑と水の公園都市のイ

メージ」を継承しつつ、平成 22 年度に実施した「まち歩き・

ワークショップ」での地域課題に対する提案や、まちづくり

懇談会及びパブリックコメントで寄せられた意見等、市民参

加の取り組みを反映するとともに、「防災」や「緑の質と地域

コミュニティの充実」等の視点を中心に、より実践的な計画

としました。一方、花と緑豊かなまちづくりに向け、ＮＰＯ法

人花と緑のまち三鷹創造協会を中心に協働の取り組みを

進めました。街かどの花壇づくりとして、プラン検討から花

苗の植付け作業までを市民と協働で進め、下連雀单浦地

区公会堂の花壇づくりを行うとともに、下連雀けやき広場で

コミュニティガーデンの整備を行いました。 

平成 24 年度は、大沢の里整備事業をはじめとする拠点

整備、自然緑地等の保全、公園緑地等の公有地化や整

備の促進など、市民が安全で安心して憩い集える空間な

どの創出を進めます。また、秋には「第 29回全国都市緑化

フェアＴＯＫＹＯ」を東京都と共催するとともに、同会場内で

「ガーデニングフェスタ 2012」を実施します。そのほか、市

民との協働によるモデル花壇づくりや花と緑の広場運営等

を継続しながら、緑と水の豊かな都市環境の創出に取り組

みます。さらに、東日本大震災の経験を踏まえた災害に強

い公園づくりを進めるとともに、地域のニーズに合った魅力

的な公園づくりを市民協働で取り組むなど、安全で安心な

公園づくりをめざします。 

バリアフリー化を行った公共施設・店舗

等の総件数 （行政指標） 
計画策定時の状況（平成 22年） ２２５件 

平成 23年度達成値 ２４０件 

前期目標値（平成 26年） ２９０件 

中期目標値（平成 30年） ３５５件 

目標値（平成 34年） ４２０件 

 

 

バリアフリー化を行った
公共施設・店舗等の総件数

225

355

290

420

240
200

300

400

500

H22 H23 H26 H30 H34

件

 

≪まちづくり指標の設定状況≫  平成23年度の成果と24年度の取り組み課題      
平成 23 年度は、土地利用総合計画 2022 を策定しまし

た。策定にあたっては、平成 22年度に実施した「まち歩き・

ワークショップ」での提案や、23 年度に実施した「まちづくり

懇談会」及びパブリックコメント等による市民意見などを可

能な限り反映しました。 

なお、三鷹風景・景観づくり計画 2022（仮称）の策定及

び三鷹風景・景観づくり条例（仮称）の制定と推進について

は、スケジュールを見直し、素案の作成までの取り組みとな

りました。 

バリアフリーのまちづくり基本構想2022については、アン

ケート調査の実施やバリアフリーのまちづくり推進協議会で

検討を行うとともに、まち歩きとワークショップ（グループ討

議）を行うなど、多くの意見を反映して策定しました。 

平成 24 年度は、「三鷹景観づくり計画 2022（仮称）※1」

の策定及び「三鷹市景観条例（仮称）※2」の制定と推進に

ついて、計画の策定と条例の制定を行い、良好な景観形

成を進めます。 

バリアフリーのまちづくりについては、バリアフリーのまち

づくり基本構想 2022 に基づき、ハード面とソフト面のあらゆ

る分野でのバリアフリー化の取り組みを検討・実施します。 

（※1・2 平成 24年度から（仮称）名を変更しました。） 
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 第３部第３ 住環境の改善 ２ 安全安心のまちづくり 主な担当課：生活環境部安全安心課 

安全安心・市民協働パトロールへの参加人数   
（協働指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） ２，２６２人 

平成 23年度達成値 ２，３８９人 

前期目標値（平成 26年） ２，６００人 

中期目標値（平成 30年） ２，９００人 

目標値（平成 34年） ３，２００人 

 

 
三鷹市内の刑法犯発生件数  （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 22年） １，７６７件 

平成 23年度達成値 １，７３３件 

前期目標値（平成 26年） １，６５０件 

中期目標値（平成 30年） １，５２０件 

目標値（平成 34年） １，４００件 

 

 
安全安心・市民協働パトロール

への参加人数

2,262

3,200

2,600

2,900

2,389

2,000

2,500

3,000

3,500

H22 H23 H26 H30 H34

人

 

 

≪まちづくり指標の設定状況≫  平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                     

平成 23 年中の市内の犯罪発生件数は 1,733 件でした。

市内で実施している総合的な安全安心体制の取り組みによ

り、平成 17年の 2,696件から６年連続で減尐しています。 

下連雀１丁目地区では、地域の商店会と町会が連携し

て、４か所に９台の防犯カメラを設置しました。また、平成 23

年８月には、市内在住・在学の小学生と保護者を対象に、子

どもの防犯能力の向上を目的とした「夏休み親子でつくる地

域安全マップづくり講習会」を開催しました。 

平成23年度末現在、安全安心・市民協働パトロールは、

町会・自治会等47団体1,521人、事業所等26団体（283事

業所）ボディパネル装着車868台まで拡大し、市内のほぼ

全域で活動を展開しています。安全安心メールでは、子ど

もに対する犯罪や不審者情報等のほか、東日本大震災の

影響による市内等の空間放射線量測定結果等をお知らせ

し、配信登録者は17,811人に拡大しました。 

平成 24 年度は、引き続き市民、事業者、警察等関係機

関との協働による情報交換や連携強化を図りながらこれら

の事業に取り組むとともに、近年増加傾向にある老朽危険

家屋（空き家）対策についても防犯・防災・環境衛生の観点

から関係部署や機関と連携して取り組み、安全で安心なま

ちづくりを推進します。 

 

第３部第４ 災害に強いまちづくりの推進 主な担当課：総務部防災課 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 
防災訓練参加者数（協働指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） １６，６６６人 

平成 23年度達成値 １３，２５３人 

前期目標値（平成 26年） １８，７００人 

中期目標値（平成 30年） １９，４００人 

目標値（平成 34年） ２０，０００人 

 

 

建 築 物 の不 燃 化 率 （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 22年） ５３.７％ 

平成 23年度達成値 ５３.７％ 

前期目標値（平成 26年） ５４.４％ 

中期目標値（平成 30年） ５５.１％ 

目標値（平成 34年） ５５.７％ 

 

 

「防災上重要な公共建築物」の耐震化率
（行政指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） ７８.９％ 

平成 23年度達成値 ８５.３％ 

前期目標値（平成 26年） ９６.３％ 

中期目標値（平成 30年） １００％ 

目標値（平成 34年） １００％ 

 

 防災訓練参加者数

16,666
20,000

19,400

18,700

13,253

12,000
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16,000

18,000

20,000

H22 H23 H26 H30 H34

人

 
 

 

 

 

 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                         

地域防災計画は、平成 24 年度に本格的な改定を行う

ため、平成 23 年度は新川防災公園・多機能複合施設（仮

称）の整備の反映などの時点修正を行いました。事業継続

計画[震災編]については、優先度の高い非常時優先業務

のマニュアルを作成するなど、きめ細かな計画を策定する

ことができました。さらに、東日本大震災の教訓を踏まえ、

震災時緊急対応対策を取りまとめました。 

また、震災発生時においても「緊急輸送道路」の機能を

確保するため、特定緊急輸送道路（三鷹通りと東八道路

の一部）の沿道建築物の耐震化を推進しています。一方、

地域防災力の強化と防災教育の推進を図るため、町会・

自治会をはじめとする団体へ防災講演会の講師派遣等を

35 回行い、市民防災力を高める取り組みを進めていま

す。さらに、医師会・歯科医師会・薬剤師会・接骨師会・助

産師会と連携し、災害時医療救護所運営訓練を実施した

ほか、教育委員会各部署の学校避難所の担当を明確に

するなど、危機管理体制の強化を図りました。 

平成 24 年度は、東日本大震災を反映した国の防災基

本計画及び東京都地域防災計画などの改定を踏まえ、市

地域防災計画の本格的な改定を行うとともに、事業継続計

画[震災編]の実効性を担保するため、事業継続マネジメン

トシステムを推進する「事業継続推進本部」（仮称）を設置

します。また、これらの取り組みを踏まえ、耐震改修促進計

画を改定するとともに、防災行政無線の拡充・更新を進め

ます。さらに、防災講演会などを通じた地域防災力の強

化、並びに災害時医療救護所運営訓練及び避難所運営

訓練の拡充を図ります。 

 



  39 

 

第４部第１ 環境保全の推進  主な担当課：生活環境部環境政策課 

第３部第５  都市交通環境の整備 主な担当課：都市整備部道路交通課 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 
駅前地域の放置自転車の台数（１日あたり）  

（行政指標） 
計画策定時の状況（平成 22年） ３０２台 

平成 23年度達成値 ２０５台 

前期目標値（平成 26年） ２００台 

中期目標値（平成 30年） １５０台 

目標値（平成 34年） １００台以下 

 

コミュニティバスの輸送人員

1,128,795

1,250,000

1,370,000

1,500,000

1,185,031

1,100,000

1,200,000

1,300,000

1,400,000

1,500,000

1,600,000

H22 H23 H26 H30 H34

人

 

 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                        

平成 23年度は、交通総合協働計画 2022の策定に取り
組みました。地域公共交通活性化協議会において検討を
重ねるとともに、パブリックコメントを実施するなど、誰もが
安全で安心して快適に移動できる公共交通環境の整備
を推進するための計画を策定しました。 
また、「コミュニティバス事業基本方針」に基づき、平成

24 年３月にみたかシティバス新川・中原ルートの運行を開
始しました。なお、電気バスはメーカーの開発が遅れたこ
と等により計画を変更し、導入を見送りました。 
 駐輪場運営・整備の適正化や公平で適正な受益者負
担、自転車利用者のマナー向上などを推進するため、平
成 23 年７月に「駐輪場整備基本方針」を策定しました。ま
た、同基本方針に基づき、三鷹市自転車等の放置防止に
関する条例の一部改正を行いました。平成 23 年度は三
鷹駅周辺の駐輪場の再整備と利用料金体系の適正化に
取り組みました。 
平成 24 年度は、「コミュニティバス事業基本方針」に基

づき、新規ルートの検討や既存ルートの見直しの検討を
引き続き進めます。 
また、駐輪場の整備については、「駐輪場整備基本方

針」に基づき、平成 25 年度から運営予定の井の頭公園
駅、三鷹台駅及びつつじヶ丘駅周辺の駐輪場の整備を
進めます。 
さらに、自転車に関係する事故が増加していることか

ら、三鷹警察署と連携して自転車の安全利用や交通ル
ール・マナーの周知に関する啓発活動等の取り組みを推
進します。 

 

三 鷹 市 公 共 施 設 の 温 室 効 果 ガ ス 
総排出量（ｔ-ＣＯ2）（行政指標） 
計画策定時の状況（平成 22年） ２４，５８２ 

平成 23年度達成値 
平成 24年 10
月確定予定 

前期目標値（平成 26年） ※８，７２２ 

中期目標値（平成 30年） ８，３６３ 

目標値（平成 34年） 減尐 

 ※平成 24 年度末で環境センターが稼働停止となるた
め、平成 25年度以降大幅な削減が見込まれます。 

 

 
新エネルギー（再生可能エネルギー）導入
助成による最大出力（発電量）の累積値  

               （協働指標） 
計画策定時の状況（平成22年） ９１７kW 

平成 23年度達成値 １，３５２kW 

前期目標値（平成 26年） ２，５１７kW 

中期目標値（平成 30年） ４，１１７kW 

目標値（平成 34年） ５，７１７kW 

 
新エネルギー（再生可能エネルギー）導入助
成による最大出力（発電量）の累積値

5,717
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917
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 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                       

平成 23年度は、環境基本計画 2022及び地球温暖化

対策実行計画（第 3 期計画）を、パブリックコメント等を経

て策定しました。環境負荷の尐ない持続可能なまちの実

現をめざすとともに、市全域及び市の事務事業から排出

される温室効果ガスの削減に取り組みます。また、６月が

環境月間であることを踏まえ、みたか環境活動推進会議

と協働で「みたか環境フォーラム 2011」を開催し、160 人

の来場者がありました。 

一方、三鷹まちづくり総合研究所に学識経験者及び

市職員等からなる「サステナブル都市三鷹研究会」を設

置しました。市のサステナブル都市像を「環境保全」「緑・

農地の保全」「経済発展」「社会・文化」「交通・エネルギ

ー」の視点から検討し、報告書を取りまとめました。 

市庁舎等の環境マネジメントシステム（ＥＭＳ）及び簡

易版ＥＭＳは、継続的改善を行い、着実に運用していま

す。学校版ＥＭＳについては、モデル校３校（おおさわ学

園）に導入しました。 

さらに、東日本大震災の原子力発電所の事故に伴う

対応として、空間放射線量の測定を市内の公共施設を

中心に実施しました。 

平成 24 年度は、持続可能な都市の形成に向け、「サ

ステナブル都市」の方向性の研究をさらに推進するととも

に、環境基本計画2022や地球温暖化対策実行計画（第

３期計画）に掲げる施策について、市民・団体・事業者と

市の協働で取り組みます。 

 

コミュニティバスの輸送人員 （協働指標） 
計画策定時の状況（平成 22年） 1,128,795人 

平成 23年度達成値 1,185,031人 

前期目標値（平成 26年） 1,250,000人 

中期目標値（平成 30年） 1,370,000人 

目標値（平成 34年） 1,500,000人 
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 第４部第２  資源循環型ごみ処理の推進 主な担当課：生活環境部ごみ対策課 

第４部第３  水循環の促進（上下水道）  主な担当課：都市整備部下水道課 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 

≪まちづくり指標の設定状況≫ 

一人一日あたりのごみ総排出量（協働指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） ７４３ｇ 

平成 23年度達成値 ７４６ｇ 

前期目標値（平成 26年） ７２７ｇ 

中期目標値（平成 30年） ７２５ｇ 

目標値（平成 34年） 減量 

 

 
最終処分場に埋め立てるごみの量 

（行政指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） ０ｍ３ 

平成 23年度達成値 ０ｍ３ 

前期目標値（平成 26年） ０ｍ３ 

中期目標値（平成 30年） ０ｍ３ 

目標値（平成 34年） ０ｍ３ 

 

 一人一日あたりのごみ総排出量
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ｇ

防災拠点周辺の下水道施設耐震化数 
（行政指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） １０施設 

平成 23年度達成値 １５施設 

前期目標値（平成 26年） ２８施設 

中期目標値（平成 30年） ３６施設 

目標値（平成 34年） ４４施設 

 

 

 

雨水浸透ますの設置数（協働指標） 

計画策定時の状況（平成 22年） ５１，５３７基 

平成 23年度達成値 ５３，４６８基 

前期目標値（平成 26年） ５９，５００基 

中期目標値（平成 30年） ６７，５００基 

目標値（平成 34年） ７５，５００基 

 
防災拠点周辺の

下水道施設耐震化数
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 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                      

平成 23年度は、ごみ処理の長期的・総合的計画である

ごみ処理総合計画 2015の改定に取り組みました。助言者

会議の助言やパブリックコメントの意見を反映させ、平成

24 年３月に確定しました。また、市民や事業者との協働に

よるごみ減量やマイバッグなど各種キャンペーンを前年同

様４回実施するとともに、ごみの出し方指導や巡回パトロ

ールを継続するなど、積極的な啓発活動を行いました。平

成 23 年度のごみ量については、家庭系ごみ有料化実施

から２年が経過しましたが、ごみの排出量は微増にとどま

り、ごみの分別や減量に対する意識が定着してきました。 

平成 24年度は、さらなるごみの減量・資源化に向けて、

ごみ量及びごみ質の検証等を行うとともに、パトロールによ

るごみの出し方指導や市民・事業者との協働によるキャン

ペーン等の啓発活動を実施し、一層のごみ減量・資源化

を進めます。また、ごみ減量等推進会議の中に「みたか

530（ゴミゼロ）プロジェクト・チーム」を設置し、ごみの発生

抑制に向けた施策を検討、実施します。さらに、資源物の

持ち去りを防ぎ、適切な資源化を図るため、廃棄物の処理

及び再利用の促進に関する条例の改正を行います。 

調布市と共同で整備している新ごみ処理施設について

は、平成 25 年度の本格稼働に向けて工事を進めるととも

に、ごみ焼却炉等の試運転を開始します。なお、市環境セ

ンターについては、安全で安定した運転に努めるととも

に、新ごみ処理施設の整備にあわせて平成 24 年度中に

運転を停止し、安全な閉鎖に向けて取り組みます。 

 

 平成23年度の成果と24年度の取り組み課題                      

平成23年度は、東日本大震災の経験から、震災時に下

水道の機能を確保できるよう、下水道再生計画（下水道地

震対策整備計画）に基づき、地域防災計画に位置づけた

防災拠点の学校周辺の下水道施設の耐震化に取り組み

ました。また、合流式下水道改善事業を実施するとともに、

都市型水害対策として、中原地区で雨水管等の整備や新

川地区で貯留管等の整備を実施しました。 

また、平成21年７月に「多摩川・荒川等流域別下水道整

備総合計画」に位置づけられた、市の卖独処理区である東

部処理区の流域下水道への編入について、東京都と協議

を重ね、野川処理区の６市で意見交換を行いました。 

東京都水道事業の受託事務では、最終年度を迎え、東

京都水道局との連携をより緊密に図りながら、管路の耐震

化及び水道管の計画的な取り替えに取り組みました。 

平成24年度は、引き続き都市型水害対策を進めます。平

成23年８月の集中豪雨では浸水被害が発生したことから、

中原地区に貯留施設を設置するなど、さらなる対策を実施

します。また、災害に強い下水道施設の実現に向け、関連

計画と整合を図りながら下水道再生計画（下水道地震対策

整備計画）に基づく耐震化を進めます。 

なお、平成 24 年度から受託水道事業が東京都に移管

したことに伴い、市では水道部を廃止するとともに、下水道

課から水再生課へ組織の見直しを行いました。今後は、東

京都と連携し災害時の応急給水活動等を行います。 

減量 
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